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（下線部分が変更個所） 

旧 新 

14 電灯需要 

(1) エネワン四国Aプラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

最低料金 1契約につき最初の11キロワット時まで 642円24銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
31円86銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
38円48銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 41円99銭 

ホ （省略） 

14 電灯需要 

(1) エネワン四国Aプラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

最低料金 1契約につき最初の11 キロワット時まで 623円00銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
30円66銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
37円28銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 40円79銭 

ホ （省略） 

(2) エネワン四国Bプラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 401円50銭 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。 

(2) エネワン四国Bプラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 386円10銭 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その1月の使用電力量によって算定いたします。 
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最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 28円46銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
33円99銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 36円91銭 

ホ （省略） 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 27円26銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
32円79銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 35円71銭 

ホ （省略） 

15 電力需要 

エネワン動力プラン 

(1)～(3) （省略） 

(4) 料金 

（省略） 

イ 基本料金 

基本料金は1月につき次のとおりといたします。ただし，契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また，

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

契約電力1キロワットにつき 1,153円68銭 

ロ 電力量料金 

電力量料金はその1月の季節別の使用電力量によって算定いたします。 

使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
27円18銭 25円74銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
33円85銭 33円85銭 

ハ （省略） 

(5) （省略） 

15 電力需要 

エネワン動力プラン 

(1)～(3) （省略） 

(4) 料金 

（省略） 

イ 基本料金 

基本料金は1月につき次のとおりといたします。ただし，契約電力が0.5キロワットの場

合の基本料金は，契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また，

まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

契約電力1キロワットにつき 1,124円52銭 

ロ 電力量料金 

電力量料金はその1月の季節別の使用電力量によって算定いたします。 

使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
25円98銭 24円54銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
32円65銭 32円65銭 

ハ （省略） 

(5) （省略） 

附則1 実施期日 附則1 実施期日 
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本約款は，令和5年4月1日から実施いたします。 本約款は，令和5年7月1日から実施いたします。 

附則3 本約款等の実施にともなう切替措置 

令和5年3月31日以前から供給契約が継続し，令和5年4月1日から令和5年4月30

日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金の算定における料金率，燃料費

調整額の算定諸元は，次のとおりといたします。 

(1) Ⅲ（契約種別および料金）の料金率については14（電灯需要）(1)ニ，(2)ニおよび15

（電力需要）(4)にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ エネワン四国Aプラン 

最低料金 1契約につき最初の11キロワット時まで 367円40銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
20円37銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
26円46銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 27円75銭 

ロ エネワン四国Bプラン 

(ｲ) 基本料金 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 363円00銭 

(ﾛ) 電力量料金 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 16円46銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
21円38銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 23円13銭 

ハ エネワン動力プラン 

(ｲ) 基本料金 

契約電力1キロワットにつき 1,004円85銭 

附則3 本約款等の実施にともなう切替措置 

令和5 年6 月30 日以前から電気の供給が継続し，令和5 年7 月1 日から令和5 年7 月

31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金の算定における料金率，燃料

費調整額の算定諸元は，次のとおりといたします。 

(1) Ⅲ（契約種別および料金）の料金率については14（電灯需要）(1)ニ，(2)ニおよび15

（電力需要）(4)にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ エネワン四国Aプラン 

最低料金 1契約につき最初の11 キロワット時まで 642円24銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
31円86銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
38円48銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 41円99銭 

ロ エネワン四国Bプラン 

(ｲ) 基本料金 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 401円50銭 

(ﾛ) 電力量料金 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 28円46銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
33円99銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 36円91銭 

ハ エネワン動力プラン 

(ｲ) 基本料金 

契約電力1キロワットにつき 1,153円68銭 
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(ﾊ) 電力量料金 

使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
15円74銭 14円30銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
22円41銭 22円41銭 

(2) 別表2（燃料費調整）の算定諸元については，別表2（燃料費調整）(1)イ，ロおよび

(2)にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ α，β，γ 

供給区域 α β γ 

四国電力送配電株式会社 0.2104 0.0541 1.0588 

ロ 基準燃料価格 

供給区域 基準燃料価格 

四国電力送配電株式会社 26,000円 

ハ 基準単価 

(ｲ) 最低料金を設定する電気契約種別 

最低料金 1契約につき最初の11キロワット時まで 2円15銭4厘 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 19銭6厘 

(ﾛ) (ｲ)以外の電気契約種別 

1キロワット時につき 19銭6厘 
 

(ﾊ) 電力量料金 

使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
27円18銭 25円74銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
33円85銭 33円85銭 

(2) 別表2（燃料費調整）の算定諸元については，別表2（燃料費調整）(1)イ，ロおよび

(2)にかかわらず，次のとおりといたします。 

イ α，β，γ 

供給区域 α β γ 

四国電力送配電株式会社 0.0845 0.0699 1.1962 

ロ 基準燃料価格 

供給区域 基準燃料価格 

四国電力送配電株式会社 80,300円 

ハ 基準単価 

(ｲ) 最低料金を設定する電気契約種別 

最低料金 1契約につき最初の11 キロワット時まで 1円76銭7厘 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 16銭1厘 

(ﾛ) (ｲ)以外の電気契約種別 

1キロワット時につき 16銭1厘 
 

別表2 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

（省略） 

α，β，γは，次のとおりいたします。 

別表2 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

（省略） 

α，β，γは，次のとおりいたします。 
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供給区域 α β γ 

四国電力送配電株式会社 0.0845 0.0699 1.1962 

（省略） 

ロ 基準燃料価格 

基準燃料価格は，次のとおりといたします。 

供給区域 基準燃料価格 

四国電力送配電株式会社 80,300 円 

ハ～ホ （省略） 

(2) 基準単価 

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，次のとおりといたします。 

イ最低料金を設定する電気契約種別 

最低料金 1契約につき最初の11キロワット時まで 1円76銭7厘 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 16銭1厘 

ロ イ以外の電気契約種別 

1キロワット時につき 16銭1厘 

(3) （省略） 

供給区域 α β γ 

四国電力送配電株式会社 0.0875 0.0770 1.1770 

（省略） 

ロ 基準燃料価格 

基準燃料価格は，次のとおりといたします。 

供給区域 基準燃料価格 

四国電力送配電株式会社 80,000 円 

ハ～ホ （省略） 

(2) 基準単価 

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，次のとおりといたします。 

イ 最低料金を設定する電気契約種別 

最低料金 1契約につき最初の11 キロワット時まで 1円69銭4厘 

電力量料金 上記をこえる1キロワット時につき 15銭4厘 

ロ イ以外の電気契約種別 

1キロワット時につき 15銭4厘 

(3) （省略） 
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（下線部分が変更個所） 

旧 新 

7 電灯需要 

(1) 実質再エネ四国A プラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

最低料金 1契約につき最初の11キロワット時まで 658円74銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
33円36銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
39円98銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 43円49銭 

ホ （省略） 

7 電灯需要 

(1) 実質再エネ四国A プラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

最低料金 1契約につき最初の11 キロワット時まで 639円50銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
32円16銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
38円78銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 42円29銭 

ホ （省略） 

(2) 実質再エネ四国Bプラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 401円50銭 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その1月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。 

(2) 実質再エネ四国Bプラン 

イ～ハ （省略） 

ニ 料金 

（省略） 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場

合の基本料金は，半額といたします。 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 386円10銭 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その1月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。 
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最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 29円96銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
35円49銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 38円41銭 

ホ （省略） 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 28円76銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
34円29銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 37円21銭 

ホ （省略） 

8 電力需要 

実質再エネ動力プラン 

(1)～(3) （省略） 

(4) 料金 

（省略） 

イ 基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，契約電力が0.5キロワットの

場合の基本料金は，契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。ま

た，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

契約電力1キロワットにつき 1,153円68銭 

ロ 電力量料金 

電力量料金は，その1月の季節別の使用電力量によって算定いたします。 

使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
28円68銭 27円24銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
35円35銭 35円35銭 

ハ （省略） 

(5)～(6) （省略） 

8 電力需要 

実質再エネ動力プラン 

(1)～(3) （省略） 

(4) 料金 

（省略） 

イ 基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。ただし，契約電力が0.5キロワットの

場合の基本料金は，契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。ま

た，まったく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

契約電力1キロワットにつき 1,124円52銭 

ロ 電力量料金 

電力量料金は，その1月の季節別の使用電力量によって算定いたします。 

使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
27円48銭 26円04銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
34円15銭 34円15銭 

ハ （省略） 

(5)～(6) （省略） 

附則1 実施期日 附則1 実施期日 
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本定義書は，令和5年4月1日から実施いたします。 本定義書は，令和5年7月1日から実施いたします。 

附則2 本定義書の実施にともなう切替措置 

令和5年3月31日以前から供給契約が継続し，令和5年4月1日から令和5年4月30

日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金の算定における料金率は，7（電

灯需要）(1)ニ ，(2)ニおよび8（電力需要）(4)にかかわらず，次のとおりといたします。 

 

(1) 実質再エネ四国A プラン 

最低料金 1契約につき最初の11キロワット時まで 383円90銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
21円87銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
27円96銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 29円25銭 

(2) 実質再エネ四国Bプラン 

イ 基本料金 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 363円00銭 

ロ 電力量料金 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 17円96銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
22円88銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 24円63銭 

(3) 実質再エネ動力プラン 

イ 基本料金 

契約電力1キロワットにつき 1,004円85銭 

ロ 電力量料金 

附則2 本定義書の実施にともなう切替措置 

令和5 年6 月30 日以前から電気の供給が継続し，令和5 年7 月1 日から令和5 年7 月

31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金の算定における料金率は，7

（電灯需要）(1)ニ ，(2)ニおよび8（電力需要）(4)にかかわらず，次のとおりといたし

ます。 

(1) 実質再エネ四国A プラン 

最低料金 1契約につき最初の11 キロワット時まで 658円74銭 

電力量料金 

11キロワット時をこえ120キロワット時までの1

キロワット時につき 
33円36銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの

1キロワット時につき 
39円98銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 43円49銭 

(2) 実質再エネ四国Bプラン 

イ 基本料金 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 401円50銭 

ロ 電力量料金 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 29円96銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
35円49銭 

300キロワット時をこえる1キロワット時につき 38円41銭 

(3) 実質再エネ動力プラン 

イ 基本料金 

契約電力1キロワットにつき 1,153円68銭 

ロ 電力量料金 
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使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
17円24銭 15円80銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
23円91銭 23円91銭 

 

使用電力量 夏季料金 その他季料金 

第1段階 

料金 

最初の[契約電力×90]キロワット時

までの1キロワット時につき 
28円68銭 27円24銭 

第2段階 

料金 

[契約電力×90]キロワット時をこえ

る1キロワット時につき 
35円35銭 35円35銭 

 


